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会議録 平成25年12月13日（金）場 所 3階 第5研修室

会議名：第10回総合交通体系調査特別委員会

出席委員：又地委員長、佐藤副委員長、福嶋委員、吉田委員、平野委員、竹田委員

笠井委員、新井田委員、岩館委員

欠席委員：東出委員

会議時間 午前10時00分～午前11時48分

事 務 局 山 本、近 藤

会 議 次 第

1．委員長挨拶

又地委員長 皆さん、おはようございます。師走を控えて大変皆さん忙しい中、ご参

集いただきましてありがとうございます。きょうは13日の金曜日ということでありま

すけれども、何事もないように祈りながら会議を進めたいと思います。

定刻になりましたので、会議を開きたいと思います。

ただいまから、第10回総合交通体系調査特別委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は9名でございます。東出洋一さんから、欠席の届け出がありま

した。

よって、木古内町議会委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しております

ので、会議は成立いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は、別紙配布のとおりでございます。

2．調査事項

（1）並行在来線の取扱いに関すること

又地委員長 皆さんのお手元に、調査事項について配布になっていると思いますので、

よろしくご審議のほどお願いいたします。

それでは、並行在来線の取扱いに関することを議題といたします。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 皆さん、おはようございます。まちづくり新幹線課の福田で

ございます。

それでは、並行在来線の取扱いに関することについて、ご説明申し上げます。資料

の1ページをお開きください。これにつきましては、前回当委員会におきまして、確認

事項として出されておりました1番線また車両の電化といった項目につきまして確認を

いたしましたので、説明をさせていただきます。

はじめに、協議事項1といたしまして1番線利用の検討についてでございます。木古

内駅において、三セク鉄道が上り下りともに1番線を利用する場合の運用上の課題と発

生する費用について、関係機関と協議を行いました。
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協議を行った相手方は、北海道交通企画課並行在来線グループ、ＪＲ北海道本社新

幹線推進本部、同じく函館支社、木古内駅でございます。

現状の利用状況でございますが、別紙木古内駅構内図をご覧ください。1番線が上り

専用の本線、2番線は下り専用の本線、3番線は上下用の副本線、4番線、5番線は江差

線普通列車となってございます。1番線から3番線は電化路線、4番線、5番線は非電化

路線となってございます。

1番線を三セク列車が占用した場合の運用上の課題と発生する費用でございますが、

（1）貨物列車が使用できるのは、①2番線は函館へ向かう下り列車が占用、②3番線は

青森へ向かう上り列車が専用することとなります。この場合、3番線を走行する貨物列

車はすべて木古内駅で一旦停止しなければならないことから、貨物列車のダイヤ設定

上、大きな制約があるということでございました。これは副本線につきましては、す

べて停車の義務があるということでございまして、このための制約でございます。

（2）三セク列車が木古内駅に停車している間、次の列車は進入することができない

ことから、ダイヤ設定上の制約となる。

（3）三セク車両は入出庫の際、貨物列車が走行する2・3番線を通過しなければなら

ず、貨物列車のダイヤの乱れや三セク列車の線路上でのトラブルが生じた場合、双方

の運行に影響を与える。木古内駅構内図別紙の構内図でございますが、この右下にご

ざいますのが三セク気動車の車庫でございます。

（4）出発信号機の新設とそれに伴う連動装置改修及び自動進路制御装置の改修にか

かる費用として、5,000万円程度を要するということでございました。

（5）乗客が外部から直接ホームに入れるようにするための工事と待合所の設置にか

かる費用を要する。この場合、（4）及び（5）の費用については、木古内町の負担とな

る。

上記の検討結果により1番線の利用につきましては、幹事会においても運行上の制約

が大きすぎることや、不測の事態の発生が懸念されることから難しいと判断したとこ

ろでございます。町としても同様の判断をせざるを得ないという結論に至ったところ

でございます。

次に、資料の2ページをお開きください。協議事項2といたしまして、車両の電化に

ついてでございます。本年3月25日開催の第3回道南地域（五稜郭・木古内間）第三セ

クター鉄道開業準備協議会におきまして、ＪＲ北海道からワンマン仕様のディーゼル

中古車両の譲渡を受け、運行することを決定しております。前回の本委員会におきま

しては、この件につきまして適切なご説明ができませんでしたことをお詫び申し上げ

ます。

ディーゼル車両に決定した理由といたしましては、以下の比較表のとおりでござい

ます。一つ目の理由でございますが、ディーゼル車は1両で運行可能であるのに対し、

ＪＲ北海道の電車は3両1ユニットのため1両では運行不可能であり、余分に車両を購入

しなければならないことや、輸送力が過多となることが問題となります。

二つ目の理由でございますが、ディーゼル車はワンマン運行により車掌が不要であ

るのに対し、電車はワンマン対応をしていないため、車掌を乗車させて運行しなけれ

ばなりません。
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三つ目の理由でございますが、ディーゼル車はＪＲ北海道から中古車両の譲り受け

が可能でありますが、初期投資が少なく済むのに対し、電車はＪＲ北海道に譲渡可能

な中古車両がなく、新造車両による初期投資が増大いたします。また、ＪＲ北海道の

電車は寒冷地仕様となっておりますので、道外の通勤型電車を北海道で使用した実績

はこれまでにないということでございます。

四つ目の理由でございますが、ディーゼル車は重要部検査、全般検査は五稜郭車両

場で実施できますが、電車につきましては検査設備が函館地区にないため、苗穂工場

まで搬送して実施しなければなりません。

その他の理由といたしましては、電車は架線等の電気設備を使用するため、貨物走

行による線路使用料収入が減少すること。大平地区にあるき電区分所の移設が必要で

あること。これにつきましては、き電区分所から海峡線の電圧は新幹線規格の2万5,00

0円ボルトになりますことから、電車を走行させるためには2万ボルトにしなければな

らないという理由でございます。また、車庫が5番線の奥に位置することからそこに至

る線路や上磯駅1番線に電化工事が必要とあるということでございます。

以上の理由から、車両の使用や採算性を考慮し、ディーゼル車による運行に決定し

たものでございます。

次に、資料の3ページをお開きください。こちらの資料は、第三セクター鉄道開業に

向けたスケジュールでございます。11月5日の第7回臨時町議会において行政報告をい

たしましたが、その内容と変更はございません。来年1月から2月に経営計画原案の提

示・了承、3月に経営計画案の提示・決定、5月に準備会社を設立し、鉄道事業の許可

申請等を進め、平成27年度中に本格会社へ移行し、平成27年度末の開業というスケジ

ュールになってございます。

以上で並行在来線の取扱いに関することについて説明を終わらせていただきます。

又地委員長 ありがとうございました。並行在来線について、課長から説明がありま

した。同僚議員からもいろいろ1番線利用の検討あるいはディーゼル車を電車にしたら

どうかというようなご意見も出てありました。皆さんから質疑を受けます。

竹田委員。

竹田委員 いま説明されましたけれども、1ページのＪＲ北海道と協議をしたのはいつ

ですか。

又地委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 前回の交通体系が10月10日ですので、10月の末くらいに申し

出をしました。その後、回答があったということでございます。

又地委員長 竹田委員。

竹田委員 前回の1番線の活用、それから電化についての検討はディーゼルありきで書

類というか作られているような気がしてなりません。例えば、2ページの前段の3月25

日でワンマン仕様のディーゼル中古車に決定していると。この時点でディーゼルと電

化の比較表も確かに付いています。10月10日の交通体系の時は、求めてもこういう部

分は一つも出てこなかったですよね。いま、課長の説明でその時点ではということだ

けれども、本当にこういう電化あるいは1番線の活用について、真剣に協議をしている

のかとすごく不信感を抱きます。例えば、比較のところでＪＲ北海道では電車の中古
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がないということ。道外であれば通勤電車等があるというふうなことで、ただ寒冷地

仕様ではないと。ですけれども例えば、三陸あの辺走っている電車だとかは電化では

ないのかなというふうに思うのですよね。そうすれば、地域的に見てもやっぱり寒冷

地仕様でなければだめな地域ではないのかなというふうにまず一つ思うのですよね。

ですからそうであれば、どうすれば冷房から暖房設備へ寒冷地仕様にできるか。どの

くらいそのためには費用がかかるのかと、ここで道が開けてくるのではないかなと思

うのですよね。どうも理解ができないのが、2ページの電化のところで下から3番目、

架線等の電気設備を使用するために貨物走行による線路使用料収入が減るということ

がどういうことか意味がわかりません。詳しく説明をしてもらいたいです。

それと、その下の部分も疑問視なのだけれども、貨物が電気で走っているのに何か

取って付けたような理由に、二つ目の部分は思うのですけれどもどうしてなのか。う

ちは上磯の心配はしていないのです。上磯はどうでもいいと言えばおかしいけれども。

我が町のことだけをやっぱり考えてもらいたいのですよ。

それと1ページ、例えば1番線の利用について本当に真剣に、いまの説明からすれば

構内図を見ると1番線が貨物は下りは2番線を使っている。逆か、上りが3番線を使って

そうすれば1番線は空いているでしょう、理屈からすると。ただ、車庫だとか何とかと

いう部分はあるかもしれない。1番線をなぜというのは前回も言っているわけですから。

高齢者だとか階段だとか降りられない人は、あそこはエレベーターの設備のない桟橋

というか、そのためには1番線しかないだろうと。ですから、考え方がやっぱり違うの

ですね。三セクにするということはどこかに書いているけれども、全部ＪＲから電化

設備含めて三セクの財産になるわけです。木古内町だけのものではないけれども、木

古内町の財産なのに、もし貨物にしようと思うのだったら「貨物に3番、4番に移って

ください」となぜ言えないのだろう、もし支障があるとすればですよ。そういう部分

を含めて、「ただ電化がだめだ、1番線は使えない」という理由付けにしかならないよ

うな気がしてならないのです。3番線はなぜ一時停止をしなければならないというのは、

交通というかＪＲのルールだと思うからそれはわかりました。

それから、例えばいろんな出発信号機の新設だとかいろんな部分で5,000万円かかる

と。これは例えば、ＪＲ貨物に線路を通らせるのだからうちはこういうふうに使うか

ら「その分の費用を貨物に持ちなさい」となぜ言えないかな。その交渉をしてみた結

果、「どうしてもこれは貨物では」と言ったら「半分負担します」と。「木古内町さん

半分費用負担をしてください」というところまで詰めるべきだろうと思うのですよね。

それから1ページの1番最後に、「不測の事態の発生が懸念される」と書いてあります

けれども、不測の事態というのは具体的にどういうことを示しているのかという部分

について確認をしたいなと思います。

又地委員長 質問の中身がいろいろありますので、整理をした中でご答弁をいただき

たいと思います。よろしいですか。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 はじめにＪＲの申し入れの件、前回の本委員会以後というこ

とでご質問がございましたけれども、これにつきましては電化の件につきましては、3

月25日の協議会で決定ということでこの10月10日以降にＪＲに確認をしたのは、1番線



- 5 -

の利用についてどのような制約があるのか。また、信号システムの改修等についてど

のような影響があるかということでございまして、電化については3月の協議会の時点

で結論は実は出ていたということでございます。

次に、寒冷地仕様の件でございますけれども、北海道ですので本州の電車を持って

きて寒冷地仕様にするというのは当然必要なことでございますが、本州の電車を持っ

てくる。余剰、中古車両があるかどうかというところもございますけれども、まずは

ＪＲ北海道の資産を活用していま並行在来線として三セク鉄道が譲り受けるのはＪＲ

北海道の資産ということを前提に協議をしておりまして、その観点からすればＪＲ北

海道では3両1ユニットしかないと。これを電車を中古車両がないということで新車を

購入した場合の検討もしてございますけれども、これは新車となりますと1両約1億2,0

00万円程度かかるそうでございます。これが3両1ユニットとなりますと、1ユニットで

3億6,000万円。これに対してディーゼル車両については、中古車両もあり中古であれ

ば1両1,000万円で済むとこういった経済的関連から会社経営を見越した中で、ディー

ゼル車両に決定をされたという経緯はございます。

架線の線路使用料収入でございますけれども、これにつきましては、架線の使用料

というのが現状想定しておりますのが、三セクはディーゼルということで電気は使用

しないと。ここで貨物が100％使用することになりますと、貨物会社から100％の電化

の使用料が入るのですが、これが三セク会社が旅客でも電気を使うとなれば、今度そ

こでトータルの使用料から按分をして貨物側から入ってくる使用料が少なくなるとい

う計算になるそうです。そこで、会社経営を見た時にディーゼルという決定した経緯

もあるので試算をしたものといいますか、設備は三セク会社で持ちますので電化の設

備の線路も全部三セク会計の持ちものになります。そこで、貨物会社に100％電化設備

は使ってもらって、100％の貨物会社から使用料をいただくという考えでございまして、

これが旅客をここで電気を使うということになると貨物の使用料が減ってくると、割

合の中で減ってくるということでございました。

貨物の電化対応というお話がございました。これはいま大平のき電区分所から木古

内駅海峡線側は新幹線開業に伴い、新幹線使用の2万5,000ボルトの電圧になるという

ことでございまして、この件につきましては貨物は既に共用ということでこの電化の

変化、2万ボルトから2万5,000ボルトになると。この変化に対応できるシステムの改修

これを行っているそうでございます。この改修に要する費用はかなり膨大というふう

には伺っておりますが、貨物列車は対応済み電車ということになりますと、またそこ

の対応はされたおりませんので、そういう電化の部分の改修も必要になってくるとい

うことでございます。

次が、線路の使用権が三セクにあるので三セク優先で貨物は違う線を使わせればと

いうようなことでございますけれども、これにつきましても貨物の物流というのが1日

51本というようなことで非常に過密ということもございまして、また一方で先ほど申

し上げた貨物からの電気の収入、貨物調整金。こういったものも含めて、貨物に万度

に使ってもらうというのが三セク会社にとって資産を最大限活用した収入策というこ

とにもなってまいりますので、ここは貨物と共存するといいますか、貨物のほうもや

はりダイヤ設定等も考慮した中で運行を図っていかなければいけないというところは
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ございます。

1番線のシステム改修等に要する費用5,000万円について、貨物に負担をさせること

はできないのかということもございましたが、これにつきましては資産を持っている

三セク会社が対応するというのがまず原則でございまして、そのかわり使用料なり電

力使用料をいただくということになりますので、ここは三セク会社あるいは木古内町

が財源を負担しなければならないということになってまいります。

次が、不測の事態ということが何を想定するかというご質問もございました。これ

につきましては、例えばダイヤの遅れですとかまた車両の故障等による停車時間の延

長、こういったものが発生しますと、私どもダイヤの設定また調整等につきましては

素人でございますけれども、ＪＲ関係者等にお話を伺いますと少しの遅れが次の列車

に影響し、どんどんどんどん遅れというのは早い段階で解消しなければ広がってくる

という性質のものだそうでございます。極力定時運行、こういったものに心がけてい

かなければならないということで、そういったものもトータルで考えた時に非常に1番

線を使うのは運用上難しいということでございました。以上でございます。

又地委員長 課長から答弁がありました。ほかに。

竹田委員。

竹田委員 電化の部分は縷々一定程度理解はするものの、やっぱり強調をしたいのは1

番線の活用だと思うのですよね。確かに、そうすることによって信号機だとか連動装

置の改修云々のそういう設備をしなければならないということで、ただ本当にせっか

く三セクを運行するのに木古内町民、高齢者あるいは足腰の悪いかたは利用できない

交通手段になってしまうのですよね。そこを町民の熱い要望で自由通路にもエスカレ

ーターの設備がついた、そうしたら思い切ってこれこれの理由で1番線が使えないとい

うことであれば、簡易なエレベーター装置をあそこにつけられるかという部分を含め

て、福祉の町長ですからそういう部分に手腕をおいた施策、そういう取り組み。これ

これを検討したけれども構造上、ホームという限られたスペース中では付けようと思

ったけれども、金の問題ではなくてそういう部分で諸々の理由でできなかったという

のであればそれはわかるのですけれども、足腰が悪い人は三セクを使えない。それと、

今回は貨物だけが通りすぎる部分で三セクは終点なのですよね。終点の利を北斗とか

と違った一面が木古内にはあると思うのですよね。そこをどうにかするというそうい

う方法。そうでなければ逆に3番、4番ですよね構内図を見ると。いままで南側からの

行き来を考えていましたけれども、思い切って例えば山側からホームに階段を渡らな

くても行くとこができるような、構造上の問題もあるだろうけれども。そういう部分

も視野に入れるだとか、私は1番線に強調しているのはそういう福祉サイドから見た町

民の利用しやすい、三セクになりましたという部分が一番大事なのかなと思っていま

す。その辺については、今後の協議会等の中で十分議論をしていただきたいなという

ふうに思います。

それともう一点だけ、中古のディーゼル車をいま考えているのは何年製のものです

か。どこかから何年製の製造のものの中古を持ってくるのか、現状のディーゼル車を

中古のディーゼル車として譲り受けるのかどうなのかという部分について確認をした

いと思います。



- 7 -

又地委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 ディーゼル車の製造年月ということでございます。すみませ

ん。製造年月につきましては、私は中古ということしか確認してございませんでした。

事務局におきましては、現在譲り受ける車両設備等の台帳また補修履歴、こういった

ものを全て確認をしているところでございますので、これにつきましては後日また調

べてということでよろしいでしょうか。

又地委員長 竹田委員。

竹田委員 いま何年型の製造のディーゼル車かわからないと。現在ここで利用してい

るディーゼル車は何年くらいのものだと思いますか。数字が書いてあるのですけれど

も、あれからすれば45年くらいの年式なのかなと、製造が。そうすればかなり年数が

経過しているわけですから、いま現在は三セクスタートの頃は大丈夫だろうけれども、

何年かすればまたいろんなトラブルの原因になるのかなと。できるだけ、同じ中古車

両でも年式の新しいものを導入するような協議をしてもらいたいと。これについても

いま即答はでないわけですから、今後の協議会の中で十分意見反映をしていただきた

いと思います。以上です。

又地委員長 いま、竹田委員のほうからいろいろ質問がありましたけれども、例えば

いままでいろいろ委員会に報告があった中で、いま竹田委員のほうから「こうあるべ

きだ、こうしてほしい」とかという部分が出ているのですよね。これは、次回の協議

会に持って行ってそれを例えば話をして検討をしてもらえるのですか。その辺をはっ

きりしていただかないと、何回この委員会をやっても同じです。その辺は「もうここ

まで入っています」と。いま、いろいろ竹田委員のほうから出たけれども、いまの質

問の中でこの部分に関してはもう決まっているとか、この部分は協議会に持って行っ

て何とかテーブルに乗せたいというものがあるのかどうかをはっきりしてくれないと

困ります。町長、これはいまエレベーター云々の話も出ました。これは、例えばエレ

ベーター云々の話に関しては、たぶんあとの木古内町の負担になると思うのですよね、

単町の。そうすると、この辺は町長の政治判断です。その辺を分けて答弁をお願いし

たいです。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 導入するディーゼル車の中古車両とはいえ、なるべく新しい

年式のものをということでございますが、これにつきましては何年式のものをいま想

定をしているとかということを申し訳ございませんが、把握をしてございませんでし

たので、そこは確認の上、今後車両の耐用年数はこの後何年あるのかそういったこと

も想定していかなけれがなりませんので、極力新しいものをということは幹事会の中

ではお話としてあげていくことはできますので、そういう中で意見として提案してま

いることは可能と考えてございます。

又地委員長 ただ、1,000万円という値段が付いているのでしょう。そうすると、普通

ものを売り買いするという段階では1,000万円というのはどの年度の車両とかというの

はこれは事前にないのですか、ＪＲサイドから。これは、先ほど三セク鉄道云々とい

う話も竹田委員のほうから質問が出ていたけれども、基本的にはＪＲ北海道で持って

いる資産を譲り受けるという基本、これは崩せないと思うのです。ただ、中古車両は1,
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000万円ですよと。そうしたら、「1,000万円の車両というのはどういう車両なのですか」

というのはいままでなかったのですか。

又地委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 現在、函館－木古内間を走っているディーゼルのワンマン車

両がございますけれども、これのことでございまして、何年式とか1,000万円というの

は概ね中古車両であれば10分の1以下というようなことでございまして、いま走ってい

る車両というような認識でおりました。

又地委員長 わかりました。その辺は精査をした中で、年式・年代等々に関しては後

日でも構いません。資料を出していただきたいと思います。

ほかにございませんか。

新井田委員。

新井田委員 私のほうからは、安全面での視点でお話を聞きたいと思います。前の資

料からいままでの経過、いわゆる平成17年の7月21日から北海道道南地区並行在来線の

協議会が補足されてきていまして現在に至っているわけなのですけれども、その間、

とにかくＪＲ北海道に関してはこと毎日のようにいろんな話題豊富の中で現在に至っ

ているわけなのですけれども、非常に流れは十分理解しているのですけれども、一つ

はいま言ったようにディーゼル車であれば中古はいくらで、いつ頃の年代というよう

なことも当然必要な部分でありますけれども、同時に並行でやはり安全対策に関する

協議というのはどの程度でされているのか、それをお聞きしたいです。

又地委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 安全対策につきましては、三セク協議会の事務局でございま

す北海道の交通企画課、こちらのほうでＪＲのほうと協議を詰めてございます。その

中で、国土交通省の特別保安監査等を踏まえまして北海道のほうからＪＲに対し、安

全管理対策の徹底を申し入れしたこともございます。これは、11月26日だったと記憶

しております。また、三セク鉄道会社といたしましては、会社設立までに譲り受けを

する鉄道資産また車両等の安全性の確保、また事前の補修、こういったものが最重要

という認識は当然持ってございます。そういう中で協議をしておりますが、現在ＪＲ

北海道の状況につきましては、国の特別保安監査を受け、また改善指示がいつ出され

るともわからない状況でございますので、なかなか協議が当初想定していたとおりに

進んでいないという状況でございます。前回ご説明申し上げました、人員の例えば増

加これにつきましても、当初55名というような要員を想定してございましたが安全保

安管理上、これでは補修人員等運行時に足りないという想定もされてございます。そ

れで、次の経営計画原案に向けまして、そこで会社の収支見込み、経営見込みがどう

なるのか、こういったものについて安全保安管理上の観点からＪＲと現在詰めている

という状況でございます。

又地委員長 新井田委員。

新井田委員 ご説明ありがとうございます。いずれにしましても、やはり安全は第一

優先でなければならないというわけですよね。ですから、例えば保線のそういう問題、

人員の問題。特にこの辺は、日常茶飯事のように問題視されていると、ＪＲでもそう

いう部分がありますので、とにかく我が町としてもこの辺はありとあらゆる方向性か
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ら見て、そういう委員会に持って行って「こういうのはどうなのだ」ということを常

に意識付けをしていかなければならないことが重要ではないかと思います。ですから、

とにかく乗っていただくかたは本当に安心して任せているわけですよね。そういう中

で、万が一ということはあってはならないことなので、この辺の安全対策に関しては

十二分に我が町としては検討をしていただいて、どんどんどんどん良いことであれば

前押しをしていただき、そういう進行をお願いしたいと思います。以上です。

又地委員長 いま、質問が安全対策の部分でありましたので、その他の委員の中で安

全対策について同種の質問があれば受けたいと思います。安全対策について進めたい

と思います。

笠井委員。

笠井委員 安全・安心はわかるけれども、いまのＪＲは保線のほうに全然かけないか

らこういう事故があるわけです。前は、保線区があって何人もいて、いまはお金がか

かるからそういう線路を見る人がいないのです。だから、例えば軌道会社を使っても

何してもとんでもないお金だから。いまそれこそ貨物列車も走る。貨物列車というの

は路線はみんな壊していくのですよはっきり言って。じゃあ、そういう重さとかそう

いうのがあって、軌道会社関係のような人がまさか第三セクターでそういうので用意

をするのか、またＪＲのほうできちんとそういう人がいるのか。工事をやったりＰＣ

やったり何をするにしても、枕木をかえるとかそういうのでもみんなお金がかかるか

らいまのＪＲはやらないのですよ。大沼あたりでも、みんなお金がないからこういう

事故ばかりやっているのですよ。それで偽造ばかりしているのですよ。今度、第三セ

クターになったらそういう工事関係の人がたを第三セクターで用意をしなければなら

ないのですか。それはどういうふうになっているのですか。

又地委員長 町長。

大森町長 安全対策でございますが、極めて重要な事件でございますので、これにつ

きましては協議会の席上におきまして、私が意見として発言しておりますのでそれを

含めましてご説明をいたします。

まず、ＪＲ北海道から設備あるいは車両を譲り受けるというこの前提で議論をされ

ておりますが、その時点におきまして私から「現在、国鉄時代と違って路盤整備とい

うのが十分に行われていないような気がする」と。当町の場合、ＪＲ沿線の住民の声

を聞くと、「昭和63年の時代と比べて十数年経つが非常にうるさい」という声が多いと。

これは、目視している中でも整備が行われていないことが原因だと考えられる。した

がって、線路を譲り受けるにあたってはしっかりとした整備を行った上で、そしてま

た整備費をそこにかけられたら何もなりませんので、整備費もそこには料金には入れ

ないで安全な路線で帰結することが必要ですとこういう発言をしてまいりました。し

かし、北海道並びに函館、北斗市はあまりそれには関心を示してくれなかった、「そん

なことはないでしょう」ということで、協議会の中でも私の意見だけが浮いているよ

うな意見でございました。しかしそれは、その都度発言をしてまいりました。そして

昨年、当町の釜谷付近での脱線事故を2度もございましたし、そういった例も挙げまし

て説明をしてきたのですが、なかなか聞き入れていただけなかったとこういう中で先

般、北海道知事代理で副知事を先頭に自治体の首長がＪＲに申し出をした際に、この
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申し入れは行政報告でご説明したとおりでございますが、その中でそれぞれの首長に

意見を求められましたので、私はＪＲ北海道の幹部に対して、「線路を含めた設備につ

いて保険を付けてほしい」と。5年、10年の保険を付けて、その間でトラブルが起きた

場合にはＪＲ北海道が全て修繕等を責任を負うとこういうことでなければ、安心して

引き受けすることはできないという申し出をいたしました。また、笠井委員がお尋ね

のように、工事につきましての修理等につきましては、現時点ではＪＲ北海道に委託

をすると。余計な人材を抱えることが三セクでは難しいので、故障等があった場合に

は全てＪＲ北海道に委託をするということで決定しております。以上でございます。

又地委員長 ＪＲ北海道さんから資産を譲り受けるその時点での話は、町長としては

木古内町としては路盤の整備あるいは車両についても保険をかけてほしいという話は

それは結論的にはどうなったのですか。

町長。

大森町長 それは要望書という形の中には入っておりません。要望書は別の要件でご

ざいましたので、その時点でそれぞれの首長に意見を求められましたので、私からは

これまで協議会ではなかなか木古内を除く3自治体については、これに対してあまり真

剣に耳を貸してくれなかったものですから、それらも含めてマスコミはいましたので

敢えてＪＲ北海道に対して申し出をしたところでございます。そのあと協議会という

のはありませんので、これから幹事会で議題を作りそして協議会ということになりま

すが、現在協議会がＪＲの一連のトラブルの中で開催が遅れておりますので、まだそ

こまでの議論はそれ以降しておりません。

又地委員長 ほかに、この安全対策に関連する質問はございませんか。

吉田委員。

吉田委員 安全対策ということで、当町におきましてはサラキのカーブでの事故から

釜谷駅構内での脱線事故、この原因というのが見えてこないのですよね。その辺が町

民の中からもすごく心配されるところで、ここはほとんど木の枕木がないのですよ、

みんなコンクリートになっているのですよ。それがはたして、いまＪＲ北海道が抱え

ている保守点検の甘さからきたのか、この辺もはっきり出ていないと。町長も要望と

言うのですけれども、その辺をやっぱり当町もある程度、ここは事故が起きている場

所なのである程度強く言っていかないと、いつどこでどういうふうになるかというの

が本当にわからない状況。それはまず駅構内だからいいですけれども、民家に脱線し

ていった場合を考えるとすごく恐ろしいことなのですよね。その辺は、町長も強くＪ

Ｒ北海道に原因究明をなされるのかわからないのですが、いままでの対応の仕方から

その辺をきちんと言っていただきたいというの一点ですのでよろしくお願いします。

（「関連」と呼ぶ声あり）

又地委員長 新井田委員。

新井田委員 関連で、いま吉田委員のほうからいろいろ安全面で話が出ましたけれど

も、いま町長のほうからも先般ご説明をいただきました。その中で感じたのは、いわ

ゆるハード面では当然のことだと思うのです。ですから、そういう部分はどんどんど

んどん押していただく状況であると思っていますし、しかしながら先ほど安全面で人

員という言葉を出さなかったのですけれども、要はなぜ安全安全という言葉を言わず
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としていたことですけれども、要は人に関わる命ですよね。もちろんリンクしている、

車両だとか保線云々というのはもちろんみんな人員にリンクしていることは理解する

のだけれども、改めて言葉としてそういう言葉を出していかないと、なかなか車両だ

けの問題だとか線路の問題だけで事が済むのだというようなことにはならないわけで

すよね。ですから、行く先つくところはやはり我が町としても第三セクターに絡んだ

この算出書の中でどうでしょう、責任として町民なり乗った人の命とか財産を守る義

務があるわけですよ。そういう部分をやっぱり重く感じていただかないと、なかなか

言葉に重みがないというかそういう部分での発信というのはいかがなものかと思いが

します、そうではないと思いますけれども。その辺を非常に重視した考えの中で、安

全対策というのをもうちょっと意識をしながらやるところはやるということで進めて

もらえればなとそんなふうに要望を含めてお話をしておきます。以上です。

又地委員長 町長。

大森町長 まず、吉田委員のお尋ねでございますが、ＪＲ北海道に対してものを言う

という機会というのはあまりないわけでございますが、協議会としてＪＲ北海道にも

のを申すためには、まず協議会での意思統一が必要になってまいります。これまでは、

盛んに路盤の関係から言ってきたのですが、ここ偶然にもＪＲのトラブルが多くなり

ましたら、それぞれの3自治体、北海道、函館、北斗市が改めて私の意見に耳をかして

くださるようになりました。これは、結果として良かったのか悪かったのかは別とし

まして、いまは皆さんが同じような認識になってくださっていますので、次の協議会

以降につきましてもしっかりと訴えて、責任はＪＲ北海道ということ。また、事故の

起きないような設備を譲り受けると、このようなことを強く訴えてまいります。

新井田委員の事故に絡む原因の中では、物、人、それぞれ気にするものがございま

すので、先般の協議会の中では事務局を担当しています北海道から、これまでの人員

の50数名がやや増えるという説明がありました。しかし、その説明はこれまでどうい

う配置で人数が決められていて、新たに増えるというのはどういうところにどんなふ

うに人が配置されるのかこれがよくわからないと。これが安全面で必要なのか、ある

いは別の面で必要なのかもわからないということで次回、これについては説明がある

ということになっておりますので、この人というのは極めて安全管理においては大事

な要素になってまいりますので、人は増えるのは増えて構わないと思いますが、これ

がきちんとした安全につながるように意見を発言してまいりたいと思っております。

又地委員長 ほかにございませんか。私のほうからちょっとあります。路盤にはトン

ネルも入るのでしょうし、あるいは橋梁も入ると思います。問題は、例えば整備をき

ちんとしたあとで譲り受けますということだと思うのですけれども、整備をしてもら

ったという確認はどんな形でなさるのですか。

町長。

大森町長 それについても協議会で発言をしておりまして、ＪＲ北海道に職員が北海

道庁に担当者として何人か派遣されております。道の説明では、「そういうプロがいる

から」ということなのですが「私はそれは止めてくれ」と。全くＪＲ北海道以外の交

通のプロというのは全国にたくさんいますから、そのかたの検査を受けたあとでの譲

り受けということで主張しております。
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又地委員長 なるほど、町長の頭の中にあるＪＲ北海道さん以外の部分はどんな部分

を考えているのですか。

町長。

大森町長 現在、第三セクターで運営している会社というのは全国にたくさんありま

す。近くでは青い森鉄道、山形鉄道、三鉄、様々ありますし、また上手な経営をして

いるところでは熊本、鹿児島の肥薩おれんじ鉄道などがあります。そういう三セク、

そしてまた実際ＪＲとして経営しております東日本ですとか西日本がございますので、

こういったプロのかたあるいはその現職を降りたかた、様々なかたがおりますのでそ

ういったかたの力を借りるべきだとこのように主張しております。

又地委員長 私は、例えばトンネル、橋梁も含むのだけれども、問題は長い期間例え

ば鉄道の用地内の崖崩れ等の予知だとかそういうものも私は入ると思っているのです

よ。そういうあれではいま町長が言った、例えば木古内保線区に勤めていた人の中で

退職した人というのは、ある意味では路線の掌握はしていると思うのですよ。例えば、

北斗市の境から木古内町までの間にどういう施設がある、設備がある、橋梁が何か所

ある、そこを専門に昔は在職中は保線をしてきたわけです。そういう部分では町長が

いま言ったように、退職した人等々の力を借りるというのも私は大変効果があるだろ

うとそんなふうに思っているのですけれども。

ほかに安全対策以外でございませんか。

吉田委員。

吉田委員 安全対策以外ということで元に戻るのですけれども、電化についてはこう

いう事情で致し方ないという気になっているのですけれども、電化の部分でそうした

らもう決まっていると思うのです。架線の部分で、気動の部分というのは確かに電車

で気動車を使いますが、ディーゼル車を使いますからこれは按分でいいのですよね。

電化の部分、架線の部分ですよね。これの持ち分というのは、先ほどＪＲ貨物のほう

から使用料の形で入ってくるという中なのですけれども、それは使用料でもいいので

すけれども、仮に事故があって架線が切れた、いろいろが想定されますよね。その部

分で、その時になった時も按分なのかそれは全部ＪＲ貨物のほうで持つのか。

それともう一点なのですけれども、軌道の部分というのは軌道工業。保線の部分で

来るのですけれども、電気の部分というのはドウデンなのですよね。ドウデンの部分

も軌道の部分と同じような考えなのか。そうなると、軌道の部分は按分で何とか修理

してどうのこうのというのはできるのですけれども、電気の部分はＪＲ貨物はほとん

ど使うということになると、ドウデンとかそういう部分というのは100％、そっちのほ

うにいってしまうのか、この辺はもう決まっていると思うのですよ。決まっていなか

ったら当初からディーゼルという考えに走らないので、この辺の説明をお願いします。

又地委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 架線・軌道につきましては、これは三セク会社の所有物とい

うことで保守点検それから維持管理これは全て三セク会社が行わなければならないい

ということです。そのかわり、貨物は使った距離数・本数によって使用料を納めてい

ただくと。これとは別に貨物調整金という制度もございまして、これは貨物と旅客が

あるとすれば運行車両の本数の割合、これでもって入ってきますので、これにも影響
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が出てくると。あくまで、架線・軌道については三セク会社が持っているので維持管

理もしていかなければならない。その使用料も貨物のほうからいただくというような

格好になってまいります。

又地委員長 吉田委員。

吉田委員 この部分というのは私はすごく大きいと思うのです。三セクで確かに保守

管理をしなければならないというのはわかりました。それでいま、2万ボルトから2万5,

000ボルトになりますよね、新幹線規格で。そして、架線が2万5,000ボルトで対応でき

るのかというのがまずあるのですよ。電気とかも、ほとんど今度は替えていかない部

分もあるのですよね。そういう部分がすごく大きくなるので、この辺も加味されてい

ると思うのです、三セクにあたっては。その辺で、いまの2万から2万5,000になる時に

電線とかは全く替えないか、事前に替える必要があるのか。電気系統は全部替える部

分が出てくるのかどうなのか、その辺わかっている範囲でお願いします。

又地委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 このテクニカルな部分と申しますか、いまの電化設備を総入

れ替えするとか現状で電圧だけ変えられるのか、その辺の技術的な部分については、

すみませんが承知しておりませんでした。ただ、新幹線開業後、2万5,000ボルトに電

圧が上がるということでの対応は、これは新幹線開業がもう決まっておりますので、

現在線路・軌道を所有しておりますＪＲ北海道のほうでは想定した上で対応をしてい

るということでございます。

（「関連」の声あり）

又地委員長 竹田委員。

竹田委員 いままであまり気にしなかったのですけれども、三セクの軌道上に新幹線

と同じ電圧が流れるそういう軌道になるわけですし、これは全国的にもこういう同じ

三セクでも貨物と並行している部署もあるのですけれども、こういうケースはあまり

ないと思うのですよ。電圧が新幹線の場合は、高架で簡単に一般町民が手の届かない

ところにあるわけだから心配がないのですけれども、そのことによって電圧が上がる

ことによって地域の住民等が何も従前から心配ないと。安全というふうなことをきち

んと調べておいていただきたいなと思います。そのことによって、電圧が新幹線電圧

に切り替わるけれども、町民・住民には影響がないと。ですから、結構心配なのは線

路を横断して、例えば畑だとかに行っている町民が多くいるわけですから、その中で

いまペースメーカーなどが入っているかたもたくさんいるということからすれば、電

圧が上がったことによって健康上支障がないのかという部分も含めて、いろいろ調査

・確認をしていただきたいと。次回、整理したものを応えてもらいたいとこのように

要望しておきます。

又地委員長 私のほうから一点、三セクでは電気は一切使わないのですよね。なぜ架

線の部分をＪＲさんから資産として買わなければならないのか。ということは、例え

ば資産を買うから貨物さんから100％を使用料をという問題が出てくるのですよね。電

気の部分は入りませんと、実際に使わないわけですよねディーゼルですから。それを

なぜ買わないとならないのか、その疑問を。

福田課長。
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福田まちづくり新幹線課長 鉄道施設設備につきましては、軌道と架線も含めた電気、上

の信号設備全てトータルで一つの鉄道設備という考え方ですので、軌道はいるけれど

も上はいらないということにはそもそもならない。

又地委員長 実際にうちで使うのは、三セクで使うのは軌道ですよ。なぜ電気が必要、

架線が必要ですか。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 この路線につきましては、貨物も走行しているわけですから。

又地委員長 ＪＲ北海道さんが買えばいいのですよ、架線の部分は。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 貨物会社につきましては、自己所有が線路設備を自分で持つ

ことができないという第二種鉄道事業者でございまして、鉄道設備を所有して旅客を

運行できるというのは、第一種鉄道事業者という位置付けで、これがいわゆるＪＲで

ございます。また、これが三セク鉄道に代わるということでございまして、貨物会社

は第二種鉄道事業者ということで、鉄道設備を借りて運行をしなければならないとい

う法律上の決まりがありますので、これは致し方ないという解釈で。

又地委員長 現在は、架線はどこの所有になっているのですか。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 現在、鉄路・架線につきましては、ＪＲ北海道が所有してお

ります。

又地委員長 ＪＲ北海道さんの持ち物で実際に使うのはＪＲ貨物ですね。これは、会

社は別になりますよね。そうしたら、ＪＲ北海道さんとＪＲ貨物さんの中での話し合

いというか、そういうふうにしてしまえばいいのではないですか。というのは、私は

こう思うのです。例えば、表現はとてもいいのだけれども、電気設備に関しては100％

使用料をもらいます、もらうようになるでしょう。何もなければいいですけれども、

これだって100％もらって例えばペイするのかどうか。持ち出しにならないのかという

疑問もあるし、例えば事故が起きた場合は使用料をもらっているのだから、架線の切

断だとかそういうものに関しては三セクで全部持たなくてはならないということでし

ょう。その辺が引っかかるのですよね。だから、あえて架線に関しては、三セクで持

つ必要がないだろうという疑問が出てくるのですよね。それは、「そうではないのです、

これはなにもかも買わないとだめなのです」ということなのですよね。それは、私は

おかしいと思うのですよね。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 その疑問につきましては先ほどご説明したとおり、法律上鉄

道事業者の種類がございまして、貨物につきましては鉄道資産を持てないという制約

がある中で、現在津軽海峡線につきましてはＪＲと貨物が電化については特急と貨物

で共用しているような状況でございますので、法律上の制約があるということで三セ

ク会社が一体管理、メンテナンスを行っていかなければならないという状況でござい

ます。

又地委員長 いまはＪＲ北海道さんの持ち物ですよね、架線も。そうしたら、貨物さ

んはいま2万ボルト使っているでしょう。現在2万ボルト、その使っている使用料とい
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うのは貨物さんはＪＲ北海道さんに払っているのですね。そのまま継続したらいいの

ではないですか。本当にそう思います。何か厄介物をというような感じがするのです

よね。

町長。

大森町長 委員長のお尋ねにお答えします。確かに、厄介物がきたなという感じでご

ざいますが、そもそも北海道新幹線の誘致にあたりまして、ＪＲ北海道は既存の並行

在来線である木古内から五稜郭までの経営分離をするということが前提でございまし

て、それに対して我々は判子を付いていいですよと。したがいまして、この三セク鉄

道の区間につきましては、ＪＲ北海道は一切経営を離れるというのがまず前提になっ

ております。その次には、今度は貨物は経営者がいなくてもそこを走らなければなら

ないというのも一つ前提になっております。その貨物が走るためにどうするかという

議論が、北海道を中心に関連する函館から木古内までの3自治体の協議でございました。

その中で、当町は二つの選択肢がございました。ＪＲをそのまま三セクとして参画を

していく、あるいはバスに転換する。そういったのが、様々な自治体の協議の中で「一

緒にやりましょう」という結論を出しました。したがいまして、貨物が走るというこ

とが前提になっておりましたので、この地方である函館から木古内までが例えばとい

う仮定になりますが、もし三セクを運営しなかったらと仮定をした場合は、これは北

海道が責任を持って鉄道会社のオーナーになったであろうと想定できます。したがい

まして、ここではＪＲ北海道は一切タッチしない。したがって、施設等については三

セクである我々がそれを譲り受けるという形になりますので、壊れないように日頃か

らの点検・整備なども行いながら事故防止に努めていかなければならないという今度

は義務が出てくるかと思います。

又地委員長 一番最初、「経営分離しますよ」というその時点では、例えば架線も軌道

も全部買わないとだめなのだというのはわからなかったのですよね。私はわからなか

ったです。

町長。

大森町長 そうですね、どちらかというと北海道新幹線を誘致するというところに重

点が置かれていましたので、また三セク鉄道という形で当町がそれにすっぽりはまっ

てしまうということもその時点は想定しておりませんでしたので、残念ながら設備等

を全て買うとかお金は出ていましたけれども、中身についての詳細まで精査をした判

子の付き方ではなかったというのは正直なところでございます。

又地委員長 ほかにございませんか。

岩館委員。

岩館委員 1点だけお聞きしたいと思いますけれども、サラキで2回もああいう脱線事

故が起きたということで先ほどもいろいろ議論があったのですけれども、いままでは

ＪＲの所有で動いていたものですからあまり深く追求することはできなかったわけで

すけれども、今度例えばああいう事故があったとすれば、やっぱり我々がまず事故が

どういうふうにして起きたのかということをまず一番先に調べなければならないと思

うのです。一つは、線路が広がったのではないかと思われる。いま、大沼のあれをき

のうも一昨日もやっていますけれども、それは原因究明はいままではどうなのか。列
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車が古くなって貨物が古くなって原因があったのか、いま思えば線路が広くなってあ

そこはカーブですから、そのために脱線したのかという原因究明をまだ全然していな

かったですし、それまでも我々も立場上、ＪＲに追求する何物もなかったわけですか

ら、例えばこれからだってああいう事故が貨物でなくても第三セクターになって客車

があるかもわからないです。ということは、ほとんど貨物が線路を広げているのです

よ、はっきり言えば。その広がったところに、たまたま我々の第三セクターでやった

のが何年か後に客車があれしたとしたら、その原因はどっちにあるというふうなこと

になれば、やっぱり何百分の1の重さでああいう客車が走っているわけですから、線路

を傷めるのもＪＲ貨物、そして広げておそらくいっていると思うのですよ。はっきり

したことはこれは原因はわからないですけれども、おそらくあのカーブであの貨物の

荷でいくと、我々が単純に見ても毎日走っていれば広がってくるのですよ、外側が。

道路だってみな同じ、遠心力がかかっていくわけですから。あの重さで遠心力をかけ

られたら、これを今度第三セクターでうやむやにしながら線路の補修を持たなくては

ならないとしたら、これは大変な荷物を背負うことになりますよ、架線もそうですし。

だから、やっぱりその辺もＪＲ貨物とのもう少し認識合わせといいますか、打ち合わ

せをもっとしなければこれは引き受けてからだと大変なことになりますよ。あそこば

かりではないと思うのだけれども、たまたまあそこで2回も同じところで脱線するとい

うことは、私は車両の古さではなくして線路が広がったのではないかという想定をし

ているわけです。それもまた原因究明は聞いても「原因はわかりません」ということ

になっていますから、これからはそういうわけにいかないですから、原因をきちんと

突き詰めてそうなった場合どっちに責任があるのだと。ＪＲ貨物にもあるのではない

のかというぐらいの、いまから相談をしておかなければ何でもこっちで持ったならＪ

Ｒ貨物に線路を全部壊されてしまいますよ。それまでしてうちのほうが今度お金をか

けなくてはならないのかということになるので、やっぱりいまからあの辺はきちんと

詰めてもらいたいその辺のことを、これからのことですけれども。

又地委員長 町長。

大森町長 岩館委員がおっしゃるとおりだと思います。原因の報告もしっかりないと

いうのが釜谷周辺での2件の事故でございました。いま窓口になっているのは、協議会

の事務局であります道庁と、そして相手方であるＪＲ北海道が様々な協議をしている

ということでございますが、まずわかっているのは貨物は走るのだということははじ

めからわかっていることです。その中で鉄道設備を引き受けるわけでございますので、

ＪＲ貨物から相当の使用料をいただくことになりますし、また国からは貨物調整金と

いう資金をいただくことになります。したがいまして、大家である三セクはその責任

を負わなければならないと、貨物列車がいくら荷重が多いと言っても事故が起きない

ような日頃からの整備が必要ですし、事故が起きた時の対処これも責任者は三セクに

ありますので、そのような事故の発生しないように、また負荷のかかるそれ相応の家

賃をいただくと使用料をいただくということで現在、事務局の北海道がＪＲと協議を

しているとところでございます。十分その点につきましては、心得て私も会議の中で

発言してまいりたいと思っております。

又地委員長 ほかにございませんか。
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竹田委員。

竹田委員 先ほど、架線が大きな重荷になるという議論をされています。極端な発想

ですけれども、海峡線を通ってトンネルを抜けて木古内、函館まで電化、函館からは

ずっと電化ではいっていないですよね。そうすれば、架線の問題が例えば負担増にな

るのであれば、木古内で切り離せばいいという発想だって出るのではないですか。函

館から、例えば電車の金太郎からディーゼルの貨物を引っ張る名前は忘れましたけれ

ども、引っ張る列車だけを取り替えれば、例えばホームの下りの場合は3番線で必ず一

時停止をしなければないという部分。下りの場合だって2番線で止まっていただいて、

電車だけを取り替えてそのまま行けば架線は木古内からはもう函館までは不要ですよ

と、線を切れば負担にはならないですよ。極端な発想からすれば、そういうことも含

めて木古内町が本当に架線の問題で負担増。これからの重荷だとしたらそういう部分

も真剣に考えるというか検討をすべきだろうという一つの発想ですけれども、そうい

う部分も一応投げかけておきます。

又地委員長 ほかにございませんか。

いま、ＪＲ北海道さんがあちこちで事故だとかで国交省の特別監査を受けている最

中の中で、三セク開業に向けたスケジュールに私は当然変更が出てくるだろうと思っ

ているのですよ。その中で、開業日だけは新幹線の開通に合わせた中でどうしてもど

んな形であってもというようなことなのだけれども、その辺ちょっと矛盾していない

のかなと。例えば、国の特別監査を受けた中で国交省からどんな指摘が出てくるのか

と。それは、新幹線の開業が遅れるような事態になれば当然三セクも遅れるというこ

とだと思うのだけれども、ただ三セクだけが遅れるというわけにはいかないのですよ

ね、一緒でないとだめだと。その辺もう少し、これは交通企画課並行在来線グループ

になるのかな。その辺とのあれを。

町長。

大森町長 事務局は道にありますけれども、決めるのは協議会になります。

又地委員長 特別監査の最中でまたきょうも大沼だと。「木古内保線工務所からあるけ

れども、木古内保線工務所は何もないのだろうな」というような老婆心ながらそうい

う気にもならないわけでもないのですよね。そうするとどうなるのだろうなと。同時

だ同時と言いながらも、町長、開業日というのは決められているのだけれども、そう

すると国の特別監査の中でいろいろ指摘事項がＪＲさんに行くでしょう、そうすると、

何を指摘されるか出てくるかわからないですよね。だけれども、そうなると例えば路

盤だとか資産の買い取る譲り受けする部分の確認だとかそういうものが本当にできる

のだろうかと。ある意味では、途中まで行って見切り発車のような形にならないのだ

ろうかというような心配もあるのではないのかなとそんなふうにも思っています。

ただ質問がないようですので、そこで三セクの協議会に向けるのかあるいはＪＲさ

んなのか、あるいは道のほうなのかわかりませんけれども、委員会としてあるいは木

古内町議会として要望になるのか要請になるのかわからなけれどもそういうものがな

いのかなと。これは、先ほど安全対策の部分でずいぶん議論をしていただいたという

中でいろいろ意見が出ましたけれども、その意見が出たものを直接協議会なりあるい

は窓口になっている北海道の担当部局なり、あるいはＪＲさんのほうに直接ぶつける
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というわけにはいかないのかと。

町長。

大森町長 ルールとしましては、福田課長が当町を代表しております幹事会というも

のがあります。そこが物事を仕分けしていく作業になります。そこでは、きょう皆さ

んからいただいたご意見・ご質問等を提示してそこで議論をすると。その中で、決定

をしなければならない事項については協議会に持って行くと。北海道の立場は同じ協

議は入るのですが、事務局という立場でＪＲ北海道との交渉役をやっているとこうい

うことになっておりまして、この件については直接当町がＪＲ北海道で訪れるという

ことは控えなければならないという認識になっております。したがいまして、皆さん

方からいただいたのはまず幹事会で議論をするということになりますので、よろしく

お願いいたします。

又地委員長 なるほど、ルールを逸脱するわけにはいかない。ただ、いままでの特別

委員会はいろいろ聞くだけ聞いて言うことを言うという形で終わっていたのです。私

はそれならだめだろうと。やっぱり、特別委員会なのだからいろんな議論が出た中を

持って行ってもらうと、幹事会に。幹事会のほうに持って行ってもらったその返事を

委員会でもらわないとだめだと。そうでないと何もならないです。先ほど、同僚委員

の竹田委員からも出ていたけれども、そのことを1番ホームの利用だとかあるいは電化

云々の話それは向こうのほうに幹事会に持って行ったけれども、結果としてこうなっ

たというきょうの報告ですよね。だから、そういう形を取らないとだめだろうとそう

思っていますので、そうしたらこの特別委員会が表に出るということではなくして、

きょういろいろ出たそのものを間違いなく幹事会のほうに伝えていただいてそして結

果報告をお願いするという形にせざるを得ないですね。私達が委員会として出向くと

いうのは極力避けたほうがいいということですのでそのようにしたいと思います。

笠井委員。

笠井委員 いま幹事会ということだけれども、幹事会で何をしゃべっているのか。例

えば、竹田委員がいままで委員会をやる度に1番ホーム、1番ホームと言っているので

す。それはあなた方のあれで全然見えてこないのですよね、どこまでどういう話をし

ているのか。次の幹事会があったらそういうのも詰めて、年寄りが乗るのには当然1番

ホームでいいことだからきちんとこういう話があったということをこの次で説明して

ください。

又地委員長 いまいみじくも笠井委員から出ましたけれども、例えば幹事会が開かれ

て当町として何を言ったと。「こういうことを言ったのです」と当町として言ったこと、

返事がこうだったと。それをあれして本当は報告を資料というものがほしかったので

す。だけれどもそれが出てこなかったので、これからはそういうふうにしてほしいと

いうことにいたします。

それでは、並行在来線については以上で質疑を終了いたします。

（2）ＪＲ江差線（木古内ー江差間）の廃止に関すること

又地委員長 続いて、ＪＲ江差線（木古内ー江差間）の廃止に関することについてを
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議題といたします。

時間の許す範囲内でしたいと思います。今回出てきたのは、バスの時間等が細かく

出てきたと、あとはたいした中身がないのですよね。私はそう思っています。バスの

停車位置等々に関しては前に説明もあったですし、バスは函館バスでしょう。バス会

社ですよということで、あとはいろいろバスの時刻表でしょう、そういう意味では時

間内にできるのではないでしょうか。

福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 それでは、ＪＲ江差線（木古内ー江差間）の廃止に関するこ

とにつきましてご説明申し上げます。資料の4ページをお開きください。

11月29日ＪＲ江差線（木古内ー江差間）対策協議会を開催し、ＪＲ江差線代替バス

運行に関する基本方針を承認決定し、覚書を締結いたしましたので内容についてご説

明を申し上げます。

はじめに基本方針について、ご説明申し上げます。

1 趣旨でございますが基本方針は、代替バスに関し対策協議会として基本的な考え

方を定めることを目的とし、バス事業者に対して運行に要する費用の一部を助成する

こととしてございます。

2 運行事業者は、函館バス株式会社でございます。

3 運行の形態につきましては、道路運送法第4条に基づく一般旅客自動車運送事業

でございます。

4 運行実施日は、平成26年5月12日からでございます。

5 運行計画でございますが、(1)運行経路及び停留所位置につきましては、運行経

路は次の起点・終点を基本とし、経由地及び停留所位置は、利用者の利便性を考慮し

て検討することとしております。運行経路は5月12日の運行開始日から9月30日までは

起点を木古内駅前とし、終点を江差ターミナル。10月1日以降は、起点は木古内駅前で

変わりございませんが、終点を江差病院、江差高校としてございます。これにつきま

しては、現在上ノ国町から江差町まで既存のバス路線がございますことから、路線の

重複を避けるため、9月30日までは江差線代替バスにつきましては終点を江差ターミナ

ルとするものでございます。

(2)運行回数及び運行時刻につきましては、運行回数等は、当該線区廃止前における

列車運転本数及びダイヤを基本として、通勤・通学・通院の動向や収支見通しも考慮

して検討することとしてございます。

(3)その他といたしまして、運行に関する具体的な内容を定めるため、幹事会におい

て実施計画を策定することとしてございます。

次のページをお開きください。

6 運賃水準でございますが、ＪＲ江差線の区間は鉄道運賃の1.3倍を上限として算

定した額。それ以外の区間は、既存の近傍路線バスの運賃と同程度の額を基本として

おりますが、それぞれの運賃が著しく乖離する場合には調整することとしてございま

す。

7 ＪＲ北海道支援金の管理及び活用でございますが、構成町の3町または代表町1町

が、特定目的基金等として積立て管理及び運用を行い、運行事業者への補助に活用す
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ることとしてございます。この扱いにつきましては、現在3町で協議を行っているとこ

ろでございます。

8 運行事業者への補助でございますが、(1)路線維持費につきましては、各年度の

バス運行に関しての補助金の算出方法について規定してございます。

(2)車両購入費でございますが、アでは運行開始初年度の費用、イでは10年経過後の

車両更新の費用、ウでは車両のオーバーホールに要する費用について規定してござい

ます。車両更新オーバーホールの年数につきましては、車両状態を考慮して甲乙協議

のうえ変更できることとしてございます。

9 利用促進でございますが、本対策協議会の構成町をはじめ、バス事業者、行政、

関係団体等が連携して、北海道新幹線の開業などを契機に、地域における利用の拡大

が図られるよう対策を講ずることとしてございます。

次のページをお開きください。実施計画につきましては、基本方針と同様の内容で

ございますが、具体的な記述箇所についてご説明申し上げます。

3の(1)でございますが、運行系統名は江差木古内線でございます。

次の(3)、運行回数及び運行時刻でございますが、回数は現在のＪＲ江差線と同じく

往復6回、時刻は別紙のとおりでございます。

(4)運行車両でございますが、メーカーは日野自動車株式会社、車名は日野ポンチョ、

型式車両はＨＸ9ＪＬＢＥロングボデー・1ドアタイプ、乗車定員は33名、内訳は座席1

8名、立席14名、乗務員1名でございます。

7ページをお開きください。7ページにつきましては、代替バス路線図及び停留所位

置図でございます。木古内町内で新設される停留所は、国保病院前、鶴岡禅燈寺前、

吉堀の3か所となってございます。

8ページにつきましては、バスの運行時刻表(予定)でございます。運行ダイヤにつき

ましては、ＪＲ津軽海峡線や在来線、奥尻へのフェリーとの乗り継ぎに配慮して設定

することとしてございます。

9ページにつきましては、これもバスの運賃表の予定でございます。

最後の10ページでございますが、これは函館バス株式会社と構成町で締結をいたし

ました覚書の写しでございます。以上で説明を終わらせていただきます。

又地委員長 説明が終わりました。質疑を受けます。

吉田委員。

吉田委員 江差線に関わるバス代替の件につきましてはようやく体制が出てきたとい

うことで、7ページの位置図なのですけれども、これを見ると江差、上ノ国に十分配慮

した形の中でバス停が設定されている。ただ、当町にとっては本当に吉堀の駅前禅燈

寺さんの前だけということで、上ノ国では神明にわざわざ駅まで入って行ってまでも

作っているのですよね。当町においては軒数こそ少ないですけれども、吉堀からあの

奥というとまだ3ｋｍくらいあるのですよね。あそこには数軒しかないのですけれども、

そこら辺のバス停の設置というのが考えられなかったのか。この辺のことをもう少し、

高齢者になってたぶん車を持っていない家も何軒かあるのですよね。そういうことを

考えると、せっかくこういうバスが通るのであれば、バス停の設置ということを考え

ていただけないものか。鶴岡地区についても禅燈寺1軒なのですけれども、大谷地と棚



- 21 -

部岱と2か所あるのですよね。どちらも瓜谷から出てくる部分もあるので、この辺の考

え方再度考えられるのか。この辺で決定してしまっているのか。この件についてと、

あとバス停はいいのですけれども、こういう天気になると待合所の設置というのが一

番大事になってくるのですよ。その辺の考え方がどうなのか、2点についてお伺いいた

します。

又地委員長 福田課長。

福田まちづくり新幹線課長 バス停の数の件でございますが、バス停につきましては、吉

堀、禅燈寺前につきましては現在のＪＲの駅これを当初基本といたしまして、それで

地元の町内会の皆さん、大川、瓜谷、鶴岡町内会の場合によっては集会あるいは会長

さんに対しまして、「このような計画で考えております」ということでご説明申し上げ、

ご理解をいただいたところでございます。その中では、「現在はいいですけれども、将

来的に車が運転をできなくなったらどうする」というようなご意見もいただきました。

これにつきましては、函館バスさんにも確認はしてございますが、バス運行後、停

留所の増減あるいはダイヤの変更こういったものは地域の実情に応じた変更は可能と

いうことでございますので、それは時々の状況に応じて地域の声をお聞きして対応し

てまいりたいとこのように考えてございます。

また、国保病院前につきましては、これにつきましては現状上ノ国、湯ノ岱方面か

らの通院のかたもいらっしゃるというようなこともございまして、ここを新規のバス

停の設置ということで考えたところでございます。

待合所につきましては、現状設置を考えてございません。これにつきましても、来

年5月12日のバスの開設以後、状況に応じ検討の必要があれば検討をすることになって

まいろうかというふうに考えてございます。

又地委員長 ほかにございませんか。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

又地委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時42分

再開 午前11時47分

又地委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

又地委員長 ないようですので、ＪＲ江差線（木古内ー江差間）の廃止に関すること

については、質疑を終了いたします。

（3）その他

又地委員長 その他で何かございませんか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

又地委員長 本来であれば、総合交通体系ですのでトレイン・オン・トレインの話を

とあるのですけれども、皆目先が見えない中で少しの間トレイン・オン・トレインに
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関する部分に関しては全く情報がないですし、あるいは来年度委員会としてどんな活

動方針等になるのかもちょっと掴めないでいるところです。早くＪＲ北海道さんのほ

うで特別監査が終わって、国交省からの沙汰がどういう形になるのかそれを見ながら

トレイン・オン・トレインに関しては計画を立てたいとそのように思っております。

行政のほうから何かございませんか。

町長。

大森町長 私はありません。

又地委員長 ないようですので、これをもちまして第10回総合交通体系調査特別委員

会を終了いたします。

どうもご苦労様でした。

説明員：大森町長、福田まちづくり新幹線課長、中尾新幹線振興室長

吉田（宏）主査

傍 聴：なし

報 道：なし

総合交通体系調査特別委員会

委員長 又 地 信 也


